
令和６年度八戸市外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、八戸市内の外国人介護人材のさらなる就労を図るため、当市内の介護施設に就
労する外国人介護人材の定着や就労促進を図る事業について、令和６年度の予算の範囲内におい
て、その経費の一部を交付するものとし、その交付については、青森県介護従事者確保対策事業費
補助金交付要綱及び八戸市補助金等の交付に関する規則（昭和 61 年八戸市規則第１号。以下「規
則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 
（補助事業等） 
第２条 補助金の補助事業、補助対象経費、補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）
及び補助率（補助額）は、別表のとおりとする。 

 
（補助金の交付の申請） 
第３条 規則第３条の規定により市長が定める書類は、次のとおりとする。 
 ⑴ 補助金交付申請書（第１号様式） 
 ⑵ 事業計画書（第２号様式） 
 ⑶ 申請額内訳書（第３号様式） 
 ⑷ その他市長が必要と認める書類 
  
（交付決定） 
第４条 規則第５条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第４号様式）により行うものとする。 
 
（補助の条件） 
第５条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第４条第２項の規定に
より付された条件となるものとする。 
⑴ 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、事業変更承認申請書（第５号様式）
を速やかに市長に提出して、その承認を受けなければならない。 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、中止又は廃止の理由を記載した事業中止（廃止）承
認申請書（第６号様式）を速やかに市長に提出して、その承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、予定
の期間内に完了（遂行）しない理由を記載した事業遅延等報告書（第７号様式）を速やかに市長に
提出して、その指示を受けなければならない。 

⑷ 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に
ついて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業の中止又
は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお
かなければならない。 

⑸ 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、市長の定めるところによ
り、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。 

⑹ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとと
もに、補助金の交付の目的に従って使用し、補助事業の完了後においてもその効率的な運用を図
らなければならない。 

⑺ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助事業に係る消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合も含む。）は、消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額報告書（第８号様式）により速やかに報告しなければならない。なお、
全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方
消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている
場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控
除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。 

⑻ 補助事業者が⑴から⑺により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市
に納付させることがある。 

 



（取下期日） 
第６条 規則第６条第１項の規定により市長が定める期日は、補助金交付決定通知書を受理した日か
ら起算して30日とする。 

２ 交付の申請の取下げは、補助金交付申請取下書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 
 
（状況報告） 
第７条 規則第 10 条の規定による報告は、市長の要求があった場合においてその都度行うものとす
る。 
 
（実績報告） 
第８条 規則第 12条の規定により市長が定める書類は、次のとおりとする。 
 ⑴ 八戸市外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金実績報告書（第 10号様式） 
 ⑵ 事業実績書（第 11号様式） 
 ⑶ 精算額算出内訳書（第 12号様式） 
 ⑷ その他市長が必要と認める書類 
２ 前項の書類は、補助事業の完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認
を受けた日）から起算して 30 日を経過した日又は令和７年３月 31 日のいずれか早い日までに提
出しなくてはならない。 

 
（確定） 
第９条 規則第 13条の規定による通知は、補助金確定通知書（第 13号様式）により行うものとする。 
 
(交付時期) 
第 10 条 補助金は、規則第 13 条の規定によりその額が確定した後、補助事業者からの請求に基づ
き交付する。 
２ 前項の請求は、令和６年度八戸市外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金請求書（第

14号様式）により行うものとする。 
 
（概算払） 
第 11条 市長は、必要があると認める場合においては第 10条の規定にかかわらず、第４条により通
知した額を限度として概算払により補助金を交付することができる。 
２ 補助事業者が前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、令和６年度八戸市外国
人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金概算払請求書（第 15 号様式）に補助金所要額調書
（第 16号様式）を添付して、市長に提出するものとする。 
３ 市長は、規則第13条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、
既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還
を請求するものとする。 

 
（その他） 
第 12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別途定める。 
 

附 則 
 この要綱は、令和６年 10月22日から実施し、令和６年４月１日から適用する。 
  



別表（第２条関係） 

補助事業 

⑴外国人介護人材とのコミュニケーションを促進する取組 
・雇用予定の外国人介護人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等とオンライン 
による通話を行うために必要な経費 
・介護業務マニュアル（介護の手順、介護用品の統一化等）の作成等に必要な経費 
・介護業務マニュアルの翻訳に必要な経費 
・多言語翻訳機の購入又はリースに必要な経費 
・外国人介護人材の日本語学習の支援（日本語講師による教育等）に必要な経費 
・外国人介護人材受入施設等の職員が異文化理解を図るための教育・研修を受講又は実施
するために必要な経費 
・コミュニケーションの促進に資するような研修の受講経費 
（例：介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等） 

・その他外国人介護人材とのコミュニケーションの促進に必要な経費 
 ⑵外国人介護人材の介護福祉士の資格取得に必要な取組 
・外国人介護人材を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参
加、日本語講師による教育に必要な経費 
・その他外国人介護人材が介護福祉士の資格取得に必要な経費 
⑶外国人介護人材の生活支援に必要な取組 
・孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアに必要な経費 
・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等に必要な経費 
・その他外国人介護人材の生活支援に必要な経費 

補助対象経費 

補助事業⑴～⑶に要する経費のうち、次の経費を補助対象とする。 
報償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、教材費、食糧費（給料を支給するまでの期間の
支援や交流会に係る経費に限る））、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び負担金 

補助事業者 

八戸市内で在留資格「技能実習」「特定技能」「留学」「特定活動（出入国管理及び難民認定法第
７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定める件（令和６
年３月 29日法務省告示第 80号）第９号）」を有する外国人介護人材が就労中、就労が内定し
ている次の介護保険施設等を運営する事業者。 
⑴介護老人福祉施設         ⑵介護老人保健施設   ⑶介護医療院 
⑷地域密着型介護老人福祉施設  ⑸認知症対応型共同生活介護  
⑹特定施設入居者生活介護      ⑺地域密着型特定施設入居者生活介護 
⑻通所介護     ⑼短期入所生活介護    ⑽地域密着型通所介護 
⑾認知症対応型通所介護   ⑿小規模多機能型居宅介護  ⒀看護小規模多機能型居宅介護 

補助率（補助額） 

２／３ （基準額 300千円）  
補助額：１施設等あたり上限額200千円。ただし千円未満切捨て。 

 


